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ᨵṇ 平成 20 年 10 月 17 日᮲第 59 ྕ 

                        ᨵṇ 平成 28 年 � 月 25 日᮲第 25 ྕ 

 

┠  ḟ 

 第１❶ 総๎（第１᮲̿第㸳᮲） 

  第２❶ 施策（第６᮲̿第 10 ᮲）  

  第３❶ ♫会⎔ቃのί化（第 11 ᮲̿第 21 ᮲の２） 

  第㸲❶ 行Ⅽのつไ等（第 22 ᮲̿第 24 ᮲） 

  第㸳❶ 推ዡ等（第 25 ᮲̿第 27 ᮲） 

  第６❶ 㞧๎（第 28 ᮲̿第 29 ᮲） 

  第㸵❶ ⨩๎（第 �0 ᮲̿第 �� ᮲） 

 㝃๎ 

 

第１❶ 総๎ 

 （┠的） 

第１᮲ ࡇの᮲は、青ᑡ年のな育成に関する県ཬࡧ県民の㈐ົを明らかにし、青ᑡ年のな育成に関

する施策の大⥘をᐃめるとともに、青ᑡ年を取ࡾᕳく♫会⎔ቃのί化ཬࡧ青ᑡ年のな育成を㜼ᐖする

行Ⅽのつไ等についてᚲ要な事㡯をᐃめるࡇとによࡾ、青ᑡ年のな育成に資するࡇとを┠的とする。 

（平 11 ᮲ 59・一部ᨵṇ） 

 

 （㐺用上のὀ意） 

第２᮲ ࡇの᮲は、青ᑡ年のな育成を図るためにのみ㐺用すべきであつて、いやしくも、ࢀࡇを℃用し、

⮬⏤と権をᙜにᐖするようなࡇとがあつてはならない。 

 

 （県の㈐ົ） 

第３᮲ 県は、青ᑡ年のな育成を図るための総合的な施策を策ᐃし、ཬࢀࡇࡧを実施する㈐ົを有する。 

 

第㸲᮲ ๐㝖（平 11 ᮲ 59） 

 

 （県民の㈐ົ） 
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第㸳᮲ 県民は、青ᑡ年のな育成をຓ㛗する♫会⎔ቃのᙧ成にດめるとともに、青ᑡ年のな育成を㜼

ᐖするおそࢀのある♫会⎔ቃから青ᑡ年をಖㆤするようにດめなࡤࢀࡅならない。 

２ ಖㆤ者（ぶ権を行う者、後ぢ人その他の者で青ᑡ年を現に┘ㆤするものをいう。௨下ྠࡌ。）は、青ᑡ年

をに育成するࡇとが⮬らの㈐ົであるࡇとをᙉく⮬ぬし、あたたかい⎔ቃの中で青ᑡ年を┘ㆤ教育す

るようにດめなࡤࢀࡅならない。 

３ ᐙᗞをᵓ成する者は、いに協ຊし、なᐙᗞ࡙くࡾを進めるࡇとによつて、青ᑡ年をに育成する

ようにດめなࡤࢀࡅならない。 

㸲 学校の関ಀ者その他の青ᑡ年の育成に携わる関ಀ者ཬࡧ関ಀᅋయは、その職ົཪは活動を通ࡌて、いに

協ຊし、青ᑡ年をに育成するようにດめなࡤࢀࡅならない。 

㸳 ㏆㞄ఫ民は、いに協ຊし、青ᑡ年をに育成するようにດめなࡤࢀࡅならない。 

 

第２❶ 施策 

 （施策のᇶ本） 

第６᮲ 青ᑡ年のな育成を図るための県の施策の策ᐃཬࡧその実施は、県民の⮬主的な活動を援ຓし、ಁ

進するࡇとをᇶ本として、✚ᴟ的かつຠᯝ的になࢀࡉなࡤࢀࡅならない。 

 

 （重点施策） 

第㸵᮲ 県は、青ᑡ年のな育成を図るため、ḟにᥖげる事㡯を内容とする施策を重点的に推進するものと

する。 

（１） 青ᑡ年ཬࡧそのᅋయが行う⮬主的かつな活動のຓ㛗 

（２） 青ᑡ年のな育成に関する活動のᣦᑟ者の㣴成 

（３） 青ᑡ年のな育成を図るための施タのᩚഛཬࡧその用のಁ進 

（㸲） 青ᑡ年を取ࡾᕳく♫会⎔ቃのί化活動ཬࡧ青ᑡ年㠀行㜵Ṇ活動のಁ進 

（㸳） なᐙᗞ࡙くࡾのಁ進 

 

 （推進యไのᩚഛ） 

第８᮲ ▱事は、青ᑡ年のな育成を図るための施策の推進యไのᩚഛにດめなࡤࢀࡅならない。 

 

 （援ຓ） 

第㸷᮲ 県は、青ᑡ年のな育成を図るためᚲ要があるときは、市町村、青ᑡ年をに育成するࡇとを┠

的とするᅋయ、青ᑡ年を取ࡾᕳく♫会⎔ቃのί化のため営業に関して⮬主つไにດめる者のᅋయ等に対し、

ຓ成その他の援ຓのᥐ⨨を講ࡎるものとする。 

 

 （ㄪᰝ等） 

第 10 ᮲ ▱事は、青ᑡ年のな育成を図るため、青ᑡ年を取ࡾᕳく♫会⎔ቃཬࡧ青ᑡ年の実ែをㄪᰝして

その⤖ᯝを県民に公開するとともに、関ಀ機関に対してᚲ要なሗを提౪しなࡤࢀࡅならない。 

 

第３❶ ♫会⎔ቃのί化 

 （ᐃ⩏） 

第 11 ᮲ ࡇの❶௨下（第㸳❶を㝖く。）において「青ᑡ年」とは、18ṓ未‶の者（፧ጻした者を㝖く。）をいう。 

に第ࡧの❶୪ࡇ ２ 28 ᮲の２第１㡯ཬࡧ第２㡯において、ḟの各ྕにᥖげる用ㄒの意⩏は、そࢀࡒࢀᙜヱ各
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ྕにᐃめるとࢁࡇによる。 

（１） 図᭩㢮 ᭩⡠その他の出∧≀、ᩥ᭩、⤮画、┿、ᫎ用フルムཬࡧᫎീཪは㡢ኌが記㘓ࢀࡉてい

るテープ、㡢┙、ࢫࢹ࢜ࢹࣅク、フࣟッࣆーࢫࢹク、シー・ࢹー・ࣟムその他の≀ရで機ჾを

用してᙜヱᫎീཪは㡢ኌを生するもの 

（２） 特ᐃがࢇල㢮 性に関するがࢇලཬࢀࡇࡧに㢮する≀ရ（図᭩㢮を㝖く。） 

（３） ༴㝤ჾල ล≀その他の人に༴ᐖを加えるჾලとして用するࡇとができる≀ 

（㸲） ⯆行 ᫎ画、演、演ⱁཬࡧぢࡏ≀ 

（㸳） ᗈ࿌≀ ᖖ時ཪは一ᐃのᮇ間⥅⥆して公⾗に表♧ࢀࡉるもので、┳ᯈ、❧┳ᯈ、はࡾ⣬ཬࡧはࡾᮐ୪

るちらࢀࡉたもの、公⾗に㡺ᕸࢀࡉ♧ཪは表、ࢀࡉにᗈ࿌ሪ、ᗈ࿌ᯈ、ᘓ≀その他のᕤ作≀等にᥖ出ࡧ

し୪ࡧにࢀࡇらに㢮するもの 

（６） 用カード㢮  㢼営業等のつไཬࡧ業ົの㐺ṇ化等に関するἲᚊ（ 2� 年ἲᚊ第 122 ྕ。௨下

「ἲ」という。）第２᮲第㸷㡯につᐃするᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業（௨下「ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業」

という。）ཪはྠ᮲第 10 㡯につᐃする↓ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業（௨下「↓ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業」

という。）に関して提౪ࢀࡉるᙺົにᛂࡎる対౯をᚓる┠的でⓎ行ࢀࡉるᩥ᭩その他の≀ရ 

の❶において「青ᑡ年❧ධ⚗Ṇሙᡤ」とは、ἲ第２᮲第１㡯につᐃする㢼営業（௨下「㢼営業」とࡇ ３

いう。）、ྠ᮲第６㡯につᐃするᗑ⯒ᆺ性㢼特Ṧ営業（௨下「ᗑ⯒ᆺ性㢼特Ṧ営業」という。）ཬࡧ

ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業にಀる営業ᡤ（ྠ᮲第１㡯第㸳ྕの営業にಀる営業ᡤを㝖く。）୪ࡧにἲ第 �1 ᮲

の２第１㡯第㸵ྕにつᐃするཷᡤをいう。 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・平 10 ᮲ 60・平 14 ᮲ 48・平 18 ᮲ 85・平 20 ᮲ 59・平 28 ᮲ 25・

一部ᨵṇ） 

 

 （ᣦᐃ） 

第 12 ᮲ ▱事は、図᭩㢮、⯆行ཬࡧᗈ࿌≀でその内容がḟの各ྕのいࢀࡎかにヱᙜするものをᣦᐃするࡇと

ができる。 

（１） ⴭしく青ᑡ年の性的ឤを่⃭し、かつ、青ᑡ年のな育成を㜼ᐖするおそࢀがあるとㄆめらࢀるもの 

（２） ⴭしく青ᑡ年の⢒ᭀ性ཪはṧ性をຓ㛗し、かつ、青ᑡ年のな育成を㜼ᐖするおそࢀがあるとㄆ

めらࢀるもの 

２ ▱事は、特ᐃがࢇල㢮でそのᙧ状、ᵓ㐀ཪは機⬟が前㡯第１ྕにヱᙜするものཬࡧ༴㝤ჾලでそのᙧ状、

ᵓ㐀ཪは機⬟がྠ㡯第２ྕにヱᙜするものをᣦᐃするࡇとができる。 

３ 前２㡯のᣦᐃは、࿌♧で行わなࡤࢀࡅならない。 

㸲 ▱事は、第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによるᣦᐃをしようとするときは、あらかࡌめ、青森県青ᑡ年育成

ᑂ議会（௨下「ᑂ議会」という。）の意ぢを⫈かなࡤࢀࡅならない。たࡔし、⥭ᛴを要するとㄆめるとき

は、ࡇの㝈ࡾでない。 

㸳 ▱事は、前㡯たࡔし᭩のつᐃによࡾᑂ議会の意ぢを⫈かないで第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによるᣦᐃをした

ときは、その᪨をᑂ議会にሗ࿌しなࡤࢀࡅならない。 

６ 前３㡯のつᐃは、第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによるᣦᐃの取ᾘしについて‽用する。 

㸵 ఱ人も、▱事に対し、図᭩㢮、⯆行、ᗈ࿌≀、特ᐃがࢇල㢮ཪは༴㝤ჾලについて、第１㡯ཪは第２㡯の

つᐃによるᣦᐃཪはその取ᾘしをするよう⏦し出るࡇとができる。 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・平 20 ᮲ 59・一部ᨵṇ） 

 

 （図᭩㢮） 
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第 1� ᮲ ḟにᥖげる図᭩㢮は、前᮲第１㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた図᭩㢮とみなす。 

（１） ᭩⡠その他の出∧≀であつて、〄、半〄若しくはࢀࡇらに㏆い状ែでの༝わいなጼែཪは性若し

くはࢀࡇに㢮する性行Ⅽを⿕యとした┿ཪはᥥした⤮でつ๎でᐃめるものをᥖ㍕する࣌ーࢪ（表

⣬をྵࡴ。௨下ྠࡌ。）が総࣌ーࢪの３ศの１௨上を༨めるもの 

（２） ᫎീཪは㡢ኌが記㘓ࢀࡉているテープ、ࢫࢹ࢜ࢹࣅク、フࣟッࣆーࢫࢹク、シー・ࢹー・ࣟム

その他の≀ရで機ჾを用してᙜヱᫎീཪは㡢ኌを生するものであつて、〄、半〄若しくはࢀࡇら

に㏆い状ែでの༝わいなጼែཪは性若しくはࢀࡇに㢮する性行Ⅽをᥥしたሙ㠃でつ๎でᐃめるもの

が総ሙ㠃の３ศの１௨上を༨め、ཪはそのᥥの時間が合わࡏて３ศを㉸えるもの 

２ 図᭩㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、前᮲第１㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた図᭩㢮ཪは前㡯のつᐃによ

、ࡅる図᭩㢮（௨下「ᣦᐃ図᭩㢮等」という。）を青ᑡ年に㈍し、㈚しࢀࡉた図᭩㢮とみなࢀࡉᣦᐃࡾ

ぢࡏ、ㄞまࡏ、⪺かࡏ、ཪはによつてධᡭࡏࡉてはならない。 

３ 図᭩㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ図᭩㢮等௨እの図᭩㢮でその内容がḟの各ྕのいࢀࡎかに

ヱᙜするものを青ᑡ年に㈍し、㈚しࡅ、ぢࡏ、ㄞまࡏ、⪺かࡏ、ཪはによつてධᡭࡏࡉないよう

にດめなࡤࢀࡅならない。 

（１） 青ᑡ年の性的ឤを่⃭し、かつ、青ᑡ年のな育成を㜼ᐖするおそࢀがあるとㄆめらࢀるもの 

（２） 青ᑡ年の⢒ᭀ性ཪはṧ性をຓ㛗し、かつ、青ᑡ年のな育成を㜼ᐖするおそࢀがあるとㄆめらࢀ

るもの 

㸲 図᭩㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ図᭩㢮等を㝞ิするときは、他の図᭩㢮と༊ศしてᒇ内の

容᫆にぢ通すࡇとができる一ᐃのሙᡤに⨨くとともに、ᐈのぢやすいሙᡤに青ᑡ年の㉎ධཪはཷࡅを⚗

Ṇする᪨のᥖ♧をするようにດめなࡤࢀࡅならない。 

㸳 ᚅ合ᐊ、集会ᡤその他の施タを管理する者は、ᙜヱ施タにおいてᣦᐃ図᭩㢮等௨እの図᭩㢮でその内容が

第３㡯各ྕのいࢀࡎかにヱᙜするものを青ᑡ年にぢࡏ、ㄞまࡏ、ཪは⪺かࡏないようにດめなࡤࢀࡅなら

ない。 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・一部ᨵṇ） 

 

 （特ᐃがࢇල㢮） 

第 1� ᮲の２ ḟにᥖげる特ᐃがࢇල㢮は、第 12 ᮲第２㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた特ᐃがࢇල㢮とみなす。 

（１） 下╔のᙧ状をしたがࢇල 

（２） 用済みの下╔（用済みとㄗㄆࢀࡉるものをྵࡴ。） 

（３） ᑓら性ཪはࢀࡇに㢮する性行Ⅽの用に౪する≀ရでつ๎でᐃめるᙧ状、ɔ 㐀ཪは機⬟を有するもの 

２ 特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、第 12 ᮲第２㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた特ᐃがࢇල㢮ཪ

は前㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた特ᐃがࢇල㢮とみなࢀࡉる特ᐃがࢇල㢮（௨下「ᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等」と

いう。）を青ᑡ年に㈍し、㈚しࡅ、㉗し、ཪはによつてධᡭࡏࡉてはならない。 

３ 特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等௨እの特ᐃがࢇල㢮でそのᙧ状、ɔ

㐀ཪは機⬟が前᮲第３㡯第１ྕにヱᙜするものを青ᑡ年に㈍し、㈚しࡅ、㉗し、ཪはによつて

ධᡭࡏࡉないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

㸲 主として特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᐈのぢやすいሙᡤに青ᑡ年の❧ධࡾを⚗Ṇする

᪨のᥖ♧をするとともに、その営業ሙᡤに青ᑡ年をᐈとして❧ちධらࡏないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（平８᮲ �9・㏣加） 

 （⮬動㈍機等へのᣦᐃ図᭩㢮等の⣡⚗Ṇ等） 

第 1� ᮲の３ ⮬動㈍機ཪは⮬動㈚出機（௨下「⮬動㈍機等」という。）による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮
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の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等を⮬動㈍機等に⣡してはな

らない。 

２ ⮬動㈍機等による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、⮬動㈍機等に現に⣡

ල㢮について第ࢇている図᭩㢮ཪは特ᐃがࢀࡉ 12 ᮲第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによるᣦᐃがあつたときは、

ᙜヱᣦᐃのあつた図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮を┤ちに᧔ཤしなࡤࢀࡅならない。 

３ ▱事は、ᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等が⮬動㈍機等に⣡ࢀࡉているときは、ᙜヱ⮬動㈍機

等による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者に対し、ᙜヱᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃ

がࢇල㢮等の᧔ཤをࡎるࡇとができる。 

㸲 前３㡯のつᐃは、青ᑡ年❧ධ⚗Ṇሙᡤにタ⨨ࢀࡉ、かつ、青ᑡ年がᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等

をධᡭできないように管理ࢀࡉている⮬動㈍機等については、㐺用しない。 

㸳 ⮬動㈍機等による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ図᭩㢮等௨እの図᭩

㢮でその内容が第1�᮲第３㡯各ྕのいࢀࡎかにヱᙜするものཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等௨እの特ᐃがࢇල㢮

でそのᙧ状、ᵓ㐀若しくは機⬟がྠ㡯第１ྕにヱᙜするものを⮬動㈍機等に⣡しないようにດめなࡅ

 。ならないࡤࢀ

（平８᮲ �9・㏣加） 

 

 （⮬動㈍機等による図᭩㢮等の㈍等のᒆ出） 

第 1� ᮲の㸲 図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者で⮬動㈍機等による図᭩㢮ཪは特ᐃ

がࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅをしようとするものは、⮬動㈍機等ࡈとに、㈍ཪは㈚ࡅを開ጞする日の

10 日前までに、つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、ḟにᥖげる事㡯を▱事にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

（１） Ặྡཪはྡ⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧにἲ人にあつては、その代表者のẶྡ 

（２） ⮬動㈍機等を管理する者のẶྡཬࡧఫᡤ 

（３） ⮬動㈍機等のタ⨨ሙᡤ୪ࡧにそのሙᡤを提౪する者のẶྡཪはྡ⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧにἲ人にあつて

は、その代表者のẶྡ 

（㸲） ⮬動㈍機等のᆺ式ཬࡧ〇㐀␒ྕ 

（㸳） ㈍ཪは㈚ࡅを開ጞする年月日 

（６） その他つ๎でᐃめる事㡯 

２ 前㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、ᙜヱᒆ出にಀる事㡯のうちつ๎でᐃめる事㡯にኚ᭦があつたときは、

その日から 20 日௨内に、つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、その内容を▱事にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

３ 第１㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、ᙜヱᒆ出にಀる㈍ཪは㈚ࡅをᗫṆしたときは、その日から 10

日௨内に、つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、その᪨を▱事にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

㸲 第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、第１㡯第１ྕから第３ྕまでにᥖげる事㡯をᙜヱᒆ出に

ಀる⮬動㈍機等のぢやすい⟠ᡤに表♧しなࡤࢀࡅならない。 

（平８᮲ �9・㏣加） 

 

 （༴㝤ჾල） 

第1�᮲の㸳 ༴㝤ჾලの㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、第12᮲第２㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた༴㝤ჾල（௨

下「ᣦᐃ༴㝤ჾල」という。）を青ᑡ年に㈍し、㈚しࡅ、㉗し、ཪはによつてධᡭࡏࡉてはな

らない。 

２ ༴㝤ჾලの㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ༴㝤ჾල௨እの༴㝤ჾලでそのᙧ状、ɔ 㐀ཪは機⬟が第

1� ᮲第３㡯第２ྕにヱᙜするものを青ᑡ年に㈍し、㈚しࡅ、㉗し、ཪはによつてධᡭࡏࡉない
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の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等を⮬動㈍機等に⣡してはな

らない。 

２ ⮬動㈍機等による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、⮬動㈍機等に現に⣡

ල㢮について第ࢇている図᭩㢮ཪは特ᐃがࢀࡉ 12 ᮲第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによるᣦᐃがあつたときは、

ᙜヱᣦᐃのあつた図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮を┤ちに᧔ཤしなࡤࢀࡅならない。 

３ ▱事は、ᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等が⮬動㈍機等に⣡ࢀࡉているときは、ᙜヱ⮬動㈍機

等による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者に対し、ᙜヱᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃ

がࢇල㢮等の᧔ཤをࡎるࡇとができる。 

㸲 前３㡯のつᐃは、青ᑡ年❧ධ⚗Ṇሙᡤにタ⨨ࢀࡉ、かつ、青ᑡ年がᣦᐃ図᭩㢮等ཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等

をධᡭできないように管理ࢀࡉている⮬動㈍機等については、㐺用しない。 

㸳 ⮬動㈍機等による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ図᭩㢮等௨እの図᭩

㢮でその内容が第1�᮲第３㡯各ྕのいࢀࡎかにヱᙜするものཪはᣦᐃ特ᐃがࢇල㢮等௨እの特ᐃがࢇල㢮

でそのᙧ状、ᵓ㐀若しくは機⬟がྠ㡯第１ྕにヱᙜするものを⮬動㈍機等に⣡しないようにດめなࡅ

 。ならないࡤࢀ

（平８᮲ �9・㏣加） 

 

 （⮬動㈍機等による図᭩㢮等の㈍等のᒆ出） 

第 1� ᮲の㸲 図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者で⮬動㈍機等による図᭩㢮ཪは特ᐃ

がࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅをしようとするものは、⮬動㈍機等ࡈとに、㈍ཪは㈚ࡅを開ጞする日の

10 日前までに、つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、ḟにᥖげる事㡯を▱事にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

（１） Ặྡཪはྡ⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧにἲ人にあつては、その代表者のẶྡ 

（２） ⮬動㈍機等を管理する者のẶྡཬࡧఫᡤ 

（３） ⮬動㈍機等のタ⨨ሙᡤ୪ࡧにそのሙᡤを提౪する者のẶྡཪはྡ⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧにἲ人にあつて

は、その代表者のẶྡ 

（㸲） ⮬動㈍機等のᆺ式ཬࡧ〇㐀␒ྕ 

（㸳） ㈍ཪは㈚ࡅを開ጞする年月日 

（６） その他つ๎でᐃめる事㡯 

２ 前㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、ᙜヱᒆ出にಀる事㡯のうちつ๎でᐃめる事㡯にኚ᭦があつたときは、

その日から 20 日௨内に、つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、その内容を▱事にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

３ 第１㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、ᙜヱᒆ出にಀる㈍ཪは㈚ࡅをᗫṆしたときは、その日から 10

日௨内に、つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、その᪨を▱事にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

㸲 第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、第１㡯第１ྕから第３ྕまでにᥖげる事㡯をᙜヱᒆ出に

ಀる⮬動㈍機等のぢやすい⟠ᡤに表♧しなࡤࢀࡅならない。 

（平８᮲ �9・㏣加） 

 

 （༴㝤ჾල） 

第1�᮲の㸳 ༴㝤ჾලの㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、第12᮲第２㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた༴㝤ჾල（௨

下「ᣦᐃ༴㝤ჾල」という。）を青ᑡ年に㈍し、㈚しࡅ、㉗し、ཪはによつてධᡭࡏࡉてはな

らない。 

２ ༴㝤ჾලの㈍ཪは㈚ࡅを業とする者は、ᣦᐃ༴㝤ჾල௨እの༴㝤ჾලでそのᙧ状、ɔ 㐀ཪは機⬟が第

1� ᮲第３㡯第２ྕにヱᙜするものを青ᑡ年に㈍し、㈚しࡅ、㉗し、ཪはによつてධᡭࡏࡉない
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ようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（平 20 ᮲ 59・㏣加） 

 

 （⯆行） 

第 14 ᮲ ⯆行を行う者は、第 12 ᮲第１㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉた⯆行（௨下「ᣦᐃ⯆行」という。）を青ᑡ

年にぢࡏ、ཪは⪺かࡏてはならない。 

２ ⯆行を行う者は、ᣦᐃ⯆行௨እの⯆行でその内容が第 1� ᮲第３㡯各ྕのいࢀࡎかにヱᙜするものを青ᑡ

年にぢࡏ、ཪは⪺かࡏないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・一部ᨵṇ） 

 

 （ᗈ࿌≀） 

第 15 ᮲ ᗈ࿌主ཪはᗈ࿌≀の管理者は、第 12 ᮲第１㡯のつᐃによࡾᣦᐃࢀࡉたᗈ࿌≀（௨下「ᣦᐃᗈ࿌≀」

という。）を、青ᑡ年の┠にゐࢀるሙᡤにᥖ出し、若しくは表♧し、ཪは青ᑡ年に㡺ᕸしてはならない。 

２ ▱事は、前㡯のつᐃに違してᣦᐃᗈ࿌≀をᥖ出し、ཪは表♧しているᗈ࿌主ཪはᗈ࿌≀の管理者に対し、

ᙜヱᣦᐃᗈ࿌≀の᧔ཤその他のᚲ要なᥐ⨨を講ࡎべきࡇとをࡎるࡇとができる。 

３ ᗈ࿌主ཪはᗈ࿌≀の管理者は、ᣦᐃᗈ࿌≀௨እのᗈ࿌≀でその内容が第 1� ᮲第３㡯各ྕのいࢀࡎかにヱ

ᙜするものを、青ᑡ年の┠にゐࢀるሙᡤにᥖ出し、若しくは表♧し、ཪは青ᑡ年に㡺ᕸしないようにດめ

なࡤࢀࡅならない。 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・一部ᨵṇ） 

 

 （用カード㢮の㈍等の⚗Ṇ） 

第 15 ᮲の２ ఱ人も、青ᑡ年に対し、用カード㢮を㈍し、㈚しࡅ、㉗し、ཪはによつてධᡭࡉ

 。てはならないࡏ

２ ఱ人も、青ᑡ年に対し、ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業ཪは↓ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業に関して提౪ࢀࡉるᙺົ

を用するためにᚲ要な㟁話␒ྕ、会員␒ྕ、ᬯド␒ྕ等のሗを教えてはならない。 

（平８᮲ �9・㏣加、平 14 ᮲ 48・ᪧ第 15 ᮲の㸲⧞上・一部ᨵṇ） 

 

 （⮬動㈍機への用カード㢮の⣡⚗Ṇ） 

第 15 ᮲の３ 用カード㢮の㈍を業とする者は、用カード㢮を⮬動㈍機に⣡してはならない。 

２ 前㡯のつᐃは、青ᑡ年❧ධ⚗Ṇሙᡤにタ⨨ࢀࡉ、かつ、青ᑡ年が用カード㢮をධᡭできないように管理

 。ている⮬動㈍機については、㐺用しないࢀࡉ

（平８᮲ �9・㏣加、平 14 ᮲ 48・ᪧ第 15 ᮲の㸳⧞上） 

 

 （⮬動㈍機による用カード㢮の㈍のᒆ出） 

第 15 ᮲の㸲 用カード㢮の㈍を業とする者で⮬動㈍機による用カード㢮の㈍をしようとするもの

は、⮬動㈍機ࡈとに、㈍を開ጞする日の 10 日前までに、公Ᏻ委員会つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、ḟに

ᥖげる事㡯を公Ᏻ委員会にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

（１） Ặྡཪはྡ⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧにἲ人にあつては、その代表者のẶྡ 

（２） ⮬動㈍機を管理する者のẶྡཬࡧఫᡤ 

（３） ⮬動㈍機のタ⨨ሙᡤ୪ࡧにそのሙᡤを提౪する者のẶྡཪはྡ⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧにἲ人にあつては、

その代表者のẶྡ 
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（㸲） ⮬動㈍機のᆺ式ཬࡧ〇㐀␒ྕ 

（㸳） ㈍を開ጞする年月日 

（６） その他公Ᏻ委員会つ๎でᐃめる事㡯 

２ 前㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、ᙜヱᒆ出にಀる事㡯のうち公Ᏻ委員会つ๎でᐃめる事㡯にኚ᭦があつ

たときは、その日から 20 日௨内に、公Ᏻ委員会つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、その内容を公Ᏻ委員会にᒆࡅ

出なࡤࢀࡅならない。 

３ 第１㡯のつᐃによるᒆ出をした者は、ᙜヱᒆ出にಀる㈍をᗫṆしたときは、その日から 10 日௨内に、

公Ᏻ委員会つ๎でᐃめるとࢁࡇによࡾ、その᪨を公Ᏻ委員会にᒆࡅ出なࡤࢀࡅならない。 

（平８᮲ �9・㏣加、平 14 ᮲ 48・ᪧ第 15 ᮲の６⧞上・一部ᨵṇ） 

 

 （ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業等にಀるᗈ࿌≀のᥖ出等のไ㝈） 

第 15 ᮲の㸳 ఱ人も、ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業にಀる営業ᡤのྡ⛠若しくはᡤᅾ地若しくは㟁話␒ྕ若しく

は↓ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業にಀる⛠、事ົᡤのᡤᅾ地若しくは㟁話␒ྕཪは用カード㢮を㈍する

ሙᡤ（௨下「ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業にಀる営業ᡤのྡ⛠等」という。）にಀるᗈ࿌≀（公⾗に㡺ᕸࢀࡉ

るちらしཬࢀࡇࡧに㢮するものを㝖く。௨下ࡇの㡯においてྠࡌ。）をᥖ出し、ཪは表♧してはならない。

たࡔし、青ᑡ年❧ධ⚗Ṇሙᡤにᥖ出ࢀࡉ、ཪは表♧ࢀࡉるᗈ࿌≀（青ᑡ年の┠にゐࢀるおそࢀがないとㄆ

めらࢀるものに㝈る。）については、ࡇの㝈ࡾでない。 

２ ఱ人も、青ᑡ年に対し、ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業にಀる営業ᡤのྡ⛠等にಀるᗈ࿌≀（公⾗に㡺ᕸࢀࡉる

ちらしཬࢀࡇࡧに㢮するものに㝈る。）を㡺ᕸしてはならない。 

３ ఱ人も、ᗑ⯒ᆺ㟁話␗性⤂営業にಀる営業ᡤのྡ⛠等を記㍕したᩥ᭩その他の≀ရを公⾗㟁話機の࿘ᅖ

２࣓ーࢺル௨内のሙᡤに⨨いてはならない。 

㸲 ㆙察ᐁは、前３㡯のつᐃに違してᗈ࿌≀ཪはᩥ᭩その他の≀ရをᥖ出し、表♧し、㡺ᕸし、ཪは⨨いて

いる者に対し、ᙜヱ行Ⅽの中Ṇをࡎるࡇとができる。 

（平８᮲ �9・㏣加、平 14 ᮲ 48・ᪧ第 15 ᮲の㸵⧞上・一部ᨵṇ） 

 

 （深ኪಶᐊカラࢣ࢜営業） 

第 15 ᮲の６ ಶᐊカラࢣ࢜営業（ಶᐊをタࡅ、ᙜヱಶᐊにおいてᐈにᑓ用機ჾによࡾ生ࢀࡉるకዌ㡢ᴦに

合わࡏてḷၐを行わࡏる営業をいう。௨下ྠࡌ。）を営ࡴ者は、深ኪ（༗後 11 時から⩣日の日の出の時ま

でをいう。௨下ྠࡌ。）において、ಖㆤ者がྠకするሙ合を㝖き、その営業ሙᡤに青ᑡ年をᐈとして❧ち

ධらࡏてはならない。 

（平 18 ᮲ 85・㏣加） 

 

 (ྂ≀ၟ等） 

第 15 ᮲の㸵 ྂ≀営業ἲ（ 24 年ἲᚊ第 108 ྕ）第２᮲第３㡯につᐃするྂ≀ၟཪは㉁ᒇ営業ἲ（

25 年ἲᚊ第 158 ྕ）第１᮲第２㡯につᐃする㉁ᒇは、青ᑡ年がಖㆤ者の委クをཷࡅ、ཪはྠ意をᚓたとㄆ

めらࢀるሙ合その他ṇᙜな理⏤があるሙ合を㝖き、青ᑡ年からྂ≀（ྂ≀営業ἲ第２᮲第１㡯につᐃする

ྂ≀をいう。௨下ྠࡌ。）を㈙いཷࡅ、若しくはྂ≀の༷の委クをཷࡅ、ཪは≀ရ（有౯ドๆをྵࡴ。）

を㉁に取つて㔠㖹を㈚しࡅてはならない。 

（平 18 ᮲ 85・㏣加） 

 

 （㐟ᢏ機営業） 
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第 16 ᮲ 㐟ᢏ機をタࡅてᐈに㐟ᢏをࡏࡉる営業を営ࡴ者は、㐟ᢏ機のᵓ㐀ཬࡧᙜヱ㐟ᢏ機による㐟ᢏの方ἲ

からみて、ᙜヱ㐟ᢏ機による㐟ᢏが青ᑡ年の⢒ᭀ性ཪはṧ性をຓ㛗し、かつ、青ᑡ年のな育成を㜼

ᐖするおそࢀがあるとㄆめらࢀるときは、青ᑡ年にᙜヱ㐟ᢏ機による㐟ᢏをࡏࡉないようにດめなࡤࢀࡅ

ならない。 

２ 㐟ᢏ機をタࡅてᐈに㐟ᢏをࡏࡉる営業を営ࡴ者は、青ᑡ年にその営業ሙᡤにおいて㐟ᢏ機による㐟ᢏのた

め㔠㖹の℃㈝をࡏࡉないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（ 59 ᮲ 49・一部ᨵṇ） 

 

 （᪑㤋業等） 

第 17 ᮲ ᪑㤋業（᪑㤋業ἲ（ 2� 年ἲᚊ第 1�8 ྕ）第２᮲第１㡯につᐃする᪑㤋業をいう。）ཪはタഛを

タࡅてᐈに㣧㣗をࡏࡉる営業を営ࡴ者は、ࢀࡇらの営業にಀる施タが青ᑡ年のᛰ学、ᛰ業ཪは⣧␗性

㐟のሙとして用ࢀࡉる等青ᑡ年のなたまࡾሙとならないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（ 59 ᮲ 49・一部ᨵṇ） 

 

 （␗性ྠక施タ） 

第 18 ᮲ 主として␗性をྠకするᐈにᐟἩཪはఇ᠁をࡏࡉる営業でᙜヱ営業にಀる施タཪはタഛがつ๎でᐃ

める要௳を‶たすものを営ࡴ者は、ᐈのぢやすいሙᡤに青ᑡ年の❧ධࡾを⚗Ṇする᪨のᥖ♧をするととも

に、その営業ሙᡤに青ᑡ年をᐈとして❧ちධらࡏないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（平８᮲ �9・一部ᨵṇ） 

 

 （深ኪ⯆行等） 

第 19 ᮲ ⯆行を行う者ཪはタഛをタࡅてᐈに㐟ᢏ若しくは࣏ࢫーࢶをࡏࡉる営業（ಶᐊカラࢣ࢜営業を㝖

く。）を営ࡴ者は、深ኪにおいて、ṇᙜな理⏤があるሙ合を㝖き、その営業ሙᡤに青ᑡ年をᐈとして❧ち

ධらࡏないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（ 59 ᮲ 49・平 18 ᮲ 85・一部ᨵṇ） 

 

 （㐺用㝖እ） 

第 20 ᮲ 第 1� ᮲第２㡯若しくは第３㡯、第 1� ᮲の２第２㡯若しくは第３㡯、第 14 ᮲、第 16 ᮲ཪは第 17

᮲のつᐃは、㢼営業、ᗑ⯒ᆺ性㢼特Ṧ営業、ἲ第２᮲第 11 㡯につᐃする特ᐃ㐟⯆㣧㣗ᗑ営業（௨下「特

ᐃ㐟⯆㣧㣗ᗑ営業」という。）ཪはタഛをタࡅてᐈに㣧㣗をࡏࡉる営業（㢼営業ཪはᗑ⯒ᆺ性㢼特Ṧ

営業にヱᙜするものを㝖く。௨下ྠࡌ。）を営ࡴ者がἲ第 22 ᮲第１㡯第㸳ྕ（ἲ第 �1 ᮲の 2� ཬࡧ第 �2

᮲第３㡯において‽用するሙ合をྵࡴ。）ཪは第 28 ᮲第 12 㡯第㸲ྕのつᐃに違する行Ⅽに引き⥆いて

その営業ሙᡤにおいて行う青ᑡ年に対するᣦᐃ図᭩㢮等の㈍等の行Ⅽについては、㐺用しない。 

２ 第 1� ᮲第２㡯若しくは第３㡯、第 1� ᮲の２第２㡯から第㸲㡯まで、第 15 ᮲、第 15 ᮲の６、第 18 ᮲ཪ

は前᮲のつᐃは、㢼営業、ἲ第２᮲第㸳㡯につᐃする性㢼関連特Ṧ営業、特ᐃ㐟⯆㣧㣗ᗑ営業ཪはタ

ഛをタࡅてᐈに㣧㣗をࡏࡉる営業を営ࡴ者が行うἲ第 16 ᮲、第 22 ᮲第１㡯第㸳ྕ（ἲ第 �1 ᮲の 2� ཬࡧ

第 �2 ᮲第３㡯において‽用するሙ合をྵࡴ。）、第 28 ᮲第㸳㡯若しくは第８㡯（ࢀࡇらのつᐃをἲ第 �1

᮲の３第１㡯、第 �1 ᮲の８第１㡯、第 �1 ᮲の 1� 第１㡯ཬࡧ第 �1 ᮲の 18 第１㡯において‽用するሙ合を

第、（。ࡴྵ 10 㡯（ἲ第 �1 ᮲の 1� 第１㡯において‽用するሙ合をྵࡴ。）若しくは第 12 㡯第㸲ྕཪは

第 �1 ᮲の３第３㡯第２ྕのつᐃに違する行Ⅽについては、㐺用しない。 

（ 59 ᮲ 49・㏣加、平㸲᮲ 19・ᪧ第 19 ᮲の２⧞下、平８᮲ �9・平 10 ᮲ 60・平 14 ᮲ 48・平
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18 ᮲ 85・平 28 ᮲ 25・一部ᨵṇ） 

 

 （⮬主つไ） 

第 21 ᮲ 第 1� ᮲第３㡯から第㸳㡯まで、第 1� ᮲の２第３㡯ཬࡧ第㸲㡯、第 1� ᮲の３第㸳㡯、第 1� ᮲の㸳

第２㡯、第 14 ᮲第２㡯、第 15 ᮲第３㡯୪ࡧに第 16 ᮲から第 19 ᮲までのつᐃ（௨下「⮬主つไに関する

つᐃ」という。）にᚑつて⮬主つไにດめる者は、ᙜヱ⮬主つไにᙜたつていに協ຊするようにດめな

 。ならないࡤࢀࡅ

２ 前㡯につᐃする者のᅋయは、⮬主つไについてのලయ策をᐃめ、その内容をᵓ成員に࿘▱ᚭᗏࡏࡉるとと

もに、▱事にሗ࿌するようにດめなࡤࢀࡅならない。 

３ ▱事は、⮬主つไに関するつᐃにᚑつた⮬主つไにດめていない者ཬࡧそのᅋయに対し、⮬主つไにດめ

るよう要ㄳするࡇとができる。 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・平 20 ᮲ 59・一部ᨵṇ） 

 

  (インࢱーࢿッࢺの用⎔ቃのᩚഛ） 

第 21 ᮲の２ ಖㆤ者ཬࡧ学校の関ಀ者その他の青ᑡ年の育成に携わる関ಀ者は、有ᐖሗ（インࢱーࢿッࢺ

の用によつてᚓらࢀるሗでその内容が第 1� ᮲第３㡯各ྕのいࢀࡎかにヱᙜするものをいう。௨下ྠ

 。ならないࡤࢀࡅないようにດめなࡏཪは⪺か、ࡏㄞま、ࡏを青ᑡ年にぢ（。ࡌ

２ インࢱーࢿッࢺを用するࡇとができる➃ᮎタഛを公⾗の用に౪する者は、ᙜヱ➃ᮎタഛを青ᑡ年の

用に౪するにᙜたつては、有ᐖሗのཷಙをไ㝈する機⬟を有するࢯフ࢘ࢺェの活用その他の㐺ษな方

ἲによࡾ、有ᐖሗを青ᑡ年にぢࡏ、ㄞまࡏ、ཪは⪺かࡏないようにດめなࡤࢀࡅならない。 

３ インࢱーࢿッࢺを用するࡇとができる➃ᮎタഛの㈍若しくは㈚ࡅを業とする者ཪは特ᐃ㟁Ẽ通ಙ

ᙺົ提౪者のᦆᐖ㈺ൾ㈐௵のไ㝈ཬࡧⓎಙ者ሗの開♧に関するἲᚊ（平成 1� 年ἲᚊ第 1�7 ྕ）第２᮲第

３ྕにつᐃする特ᐃ㟁Ẽ通ಙᙺົ提౪者は、その事業活動を行うにᙜたつては、有ᐖሗを青ᑡ年にぢࡏ、

ㄞまࡏ、ཪは⪺かࡏないようにするためᚲ要なሗを提౪するようにດめなࡤࢀࡅならない。 

（平 18 ᮲ 85・㏣加） 

 

第㸲❶ 行Ⅽのつไ等 

 （Ῐ行ཪはわいࡏつ行Ⅽの⚗Ṇ） 

第 22 ᮲ ఱ人も、青ᑡ年に対し、Ῐ行ཪはわいࡏつ行Ⅽをしてはならない。 

２ ఱ人も、青ᑡ年に対し、Ῐ行ཪはわいࡏつ行Ⅽを教え、ཪはぢࡏてはならない。 

 

 （ሙᡤの提౪ཪは࿘᪕の⚗Ṇ） 

第 2� ᮲ ఱ人も、青ᑡ年がḟにᥖげる行Ⅽをするࡇとを▱つてࢀࡇらの行Ⅽが行わࢀるሙᡤを提౪し、ཪは

࿘᪕してはならない。 

（１） Ῐ行ཪはわいࡏつ行Ⅽ 

（２） 大㯞の用 

（３） 催╀、㙠③ཪは㙠တの作用を有する་⸆ရをみࡾࡔに用するࡇと。 

（㸲） 㣧㓇ཪはႚ↮ 

 

 （深ኪእ出） 

第 24 ᮲ ಖㆤ者は、深ኪにおいて、みࡾࡔに青ᑡ年をእ出ࡏࡉないようにດめなࡤࢀࡅならない。 
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２ ఱ人も、ಖㆤ者の委クをཷࡅ、ཪはྠ意をᚓたሙ合その他ṇᙜな理⏤があるሙ合を㝖き、深ኪに青ᑡ年を

連ࢀ出し、ྠకし、ཪはとどめてはならない。 

（平 18 ᮲ 85・一部ᨵṇ） 

 

第㸳❶ 推ዡ等 

 （推ዡ） 

第 25 ᮲ ▱事は、᭩⡠、ᫎ画、演、ᅋయの行う活動等でその内容が青ᑡ年のな育成にとつて特に有┈

であるとㄆめらࢀるものを、ᑂ議会の意ぢを⫈いた上、推ዡするࡇとができる。 

（平８᮲ �9・一部ᨵṇ） 

 

 （表ᙲ） 

第 26 ᮲ ▱事は、ḟにᥖげるものを、ᑂ議会の意ぢを⫈いた上、表ᙲするࡇとができる。 

（１） 青ᑡ年をに育成するために✚ᴟ的に活動し、そのຌ⦼が特に㢧ⴭであるとㄆめらࢀるもの 

（２） 青ᑡ年ཪはそのᅋయでその行動ཪは活動が他の模⠊になるとㄆめらࢀるもの 

 

 （推ዡ等の⏦出） 

第 27 ᮲ ఱ人も、▱事に対し、第 25 ᮲のつᐃによる推ዡཪは前᮲のつᐃによる表ᙲを行うよう⏦し出るࡇと

ができる。 

 

第６❶ 㞧๎ 

 （ಖㆤ） 

第 28 ᮲ ఱ人も、青ᑡ年のな育成を㜼ᐖし、ཪは㜼ᐖするおそࢀがある事実をⓎぢしたときは、ಖㆤ者、

関ಀ機関等に通ሗする等青ᑡ年をಖㆤするためᚲ要なᥐ⨨を講ࡎるようにດめなࡤࢀࡅならない。 

 

 （ሗ࿌ཬࡧ❧ධㄪᰝ） 

第 28 ᮲の２ ▱事は、ࡇの᮲の施行にᚲ要な㝈度において、ḟにᥖげる者に対し、ሗ࿌若しくは資料の提

出をࡏࡉ、ཪはその職員に、ࢀࡇらの者の事ົᡤ若しくは営業ᡤ若しくは図᭩㢮若しくは特ᐃがࢇල㢮に

ಀる⮬動㈍機等がᏑするᅵ地若しくはᘓ≀に❧ちධࡾ、関ಀ者に㉁ၥࡏࡉるࡇとができる。 

（１） 図᭩㢮、特ᐃがࢇල㢮ཪは༴㝤ჾලの㈍ཪは㈚ࡅを業とする者 

（２） ⯆行を行う者 

（３） ᗈ࿌主ཪはᗈ࿌≀の管理者 

（㸲） ಶᐊカラࢣ࢜営業を営ࡴ者 

（㸳） 第 15 ᮲の㸵につᐃするྂ≀ၟཪは㉁ᒇ 

２ 公Ᏻ委員会は、ࡇの᮲の施行にᚲ要な㝈度において、用カード㢮の㈍を業とする者に対し、ሗ࿌若

しくは資料の提出をࡏࡉ、ཪは㆙察職員に、用カード㢮の㈍を業とする者の事ົᡤ若しくは営業ᡤ若

しくは用カード㢮にಀる⮬動㈍機がᏑするᅵ地若しくはᘓ≀に❧ちධࡾ、関ಀ者に㉁ၥࡏࡉるࡇとが

できる。 

３ 前２㡯のつᐃによࡾ❧ධㄪᰝをする職員ཪは㆙察職員は、その㌟ศを♧すド明᭩を携ᖏし、関ಀ者に提♧

しなࡤࢀࡅならない。 

㸲 第１㡯ཪは第２㡯のつᐃによる❧ධㄪᰝの権㝈は、≢⨥ᤚᰝのためにㄆめらࢀたものと解㔘してはならな

い。 
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（平㸲᮲ 19・㏣加、平８᮲ �9・平 14 ᮲ 48・平 18 ᮲ 85・平 20 ᮲ 59・一部ᨵṇ） 

 

 （施行事㡯） 

第 29 ᮲ ࡇの᮲の施行に関しᚲ要な事㡯は、つ๎ཪは公Ᏻ委員会つ๎でᐃめる。 

（平８᮲ �9・一部ᨵṇ） 

 

第㸵❶ ⨩๎ 

第 �0 ᮲ 第 22 ᮲第１㡯のつᐃに違した者は、２年௨下のᠬᙺཪは 100 ௨下の⨩㔠にฎする。 

２ 第 22 ᮲第２㡯ཪは第 2� ᮲のつᐃに違した者は、６月௨下のᠬᙺཪは �0 ௨下の⨩㔠にฎする。 

３ ḟの各ྕのいࢀࡎかにヱᙜする者は、20 ௨下の⨩㔠ཪは⛉料にฎする。 

（１） 第 1� ᮲第２㡯、第 1� ᮲の２第２㡯、第 1� ᮲の３第１㡯、第 1� ᮲の㸳第１㡯、第 15 ᮲の２、第 15

᮲の３第１㡯ཪは第 15 ᮲の６のつᐃに違した者 

（２） 第 1� ᮲の㸲第１㡯ཪは第 15 ᮲の㸲第１㡯のつᐃによるᒆ出をࡎࡏ、ཪはഇのᒆ出をした者 

（３） 第 15 ᮲の㸳第㸲㡯のつᐃによる௧に違した者 

㸲 ḟの各ྕのいࢀࡎかにヱᙜする者は、10 ௨下の⨩㔠ཪは⛉料にฎする。 

（１） 第 1� ᮲の３第３㡯ཪは第 15 ᮲第２㡯のつᐃによる௧に違した者 

（２） 第 1� ᮲の㸲第２㡯若しくは第３㡯ཪは第 15 ᮲の㸲第２㡯若しくは第３㡯のつᐃによるᒆ出をࡎࡏ、

ཪはഇのᒆ出をした者 

（３） 第 1� ᮲の㸲第㸲㡯、第 14 ᮲第１㡯、第 15 ᮲の㸵ཪは第 24 ᮲第２㡯のつᐃに違した者 

（㸲） 第 15 ᮲第１㡯のつᐃに違してᣦᐃᗈ࿌≀を青ᑡ年に㡺ᕸした者 

（㸳） 第 28 ᮲の２第１㡯若しくは第２㡯のつᐃに違してሗ࿌をࡎࡏ、若しくは資料を提出ࡎࡏ、若しく

はࢀࡇらのつᐃによるሗ࿌若しくは資料の提出についてഇのሗ࿌をし、若しくはഇの資料を提出し、

ཪはࢀࡇらのつᐃによる❧ධㄪᰝをᣄみ、ጉげ、若しくはᚷ㑊した者 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・平 14 ᮲ 48・平 18 ᮲ 85・平 20 ᮲ 59・一部ᨵṇ） 

 

第 �1 ᮲ 前᮲第１㡯ཬࡧ第２㡯につᐃする者は、青ᑡ年の年齢を▱らないࡇとを理⏤としてฎ⨩をචࢀるࡇ

とができない。たࡔし、青ᑡ年の年齢を▱らないࡇとについて㐣ኻがないときは、ࡇの㝈ࡾでない。 

（平㸲᮲ 19・平８᮲ �9・平 14 ᮲ 48・一部ᨵṇ） 

 

第 �2 ᮲ ἲ人の代表者ཪはἲ人若しくは人の代理人、用人その他のᚑ業者が、そのἲ人ཪは人の業ົに関

し、第 �0 ᮲の違行Ⅽをしたときは、行Ⅽ者を⨩するか、そのἲ人ཪは人に対してྠ᮲の⨩㔠ฮཪは⛉

料ฮを⛉する。 

（平８᮲ �9・平 14 ᮲ 48・一部ᨵṇ） 

 

第 �� ᮲ 第 �0 ᮲ཪは前᮲のつᐃは、第 �0 ᮲の違行Ⅽがあつた時に青ᑡ年であつた者については、㐺用し

ない。 

 

   㝃 ๎ 

 （施行ᮇ日） 

の᮲は、ࡇ １ 55 年㸲月１日から施行する。 

 （青森県㝃ᒓ機関に関する᮲の一部ᨵṇ） 
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２ 青森県㝃ᒓ機関に関する᮲（ �6 年１月青森県᮲第 14 ྕ）の一部をḟのようにᨵṇする。 

    ࠝḟのようࠞ␎ 

 （特別職の職員の⤥に関する᮲の一部ᨵṇ） 

３ 特別職の職員の⤥に関する᮲（ 27 年㸷月青森県᮲第 �9 ྕ）の一部をḟのようにᨵṇする。 

    ࠝḟのようࠞ␎ 

  （特別職の職員の᪑㈝ཬࡧ㈝用ᘚൾに関する᮲の一部ᨵṇ） 

㸲 特別職の職員の᪑㈝ཬࡧ㈝用ᘚൾに関する᮲（ 27 年㸷月青森県᮲第 4� ྕ）の一部をḟのように

ᨵṇする。 

    ࠝḟのようࠞ␎ 

   㝃 ๎（ 59 年᮲第 49 ྕ） 

の᮲は、ࡇ  60 年２月 1� 日から施行する。 

   㝃 ๎（平成㸲年᮲第 19 ྕ） 

 。の᮲は、平成㸲年㸳月１日から施行するࡇ  

   㝃 ๎（平成８年᮲第 �9 ྕ） 

し、第ࡔの᮲は、平成㸷年１月１日から施行する。たࡇ  １ 25 ᮲のᨵṇつᐃは、公ᕸの日から施行する。 

の᮲の施行前にᨵṇ前の青森県青ᑡ年育成᮲第ࡇ ２ 1� ᮲第㸳㡯のつᐃによࡾなࢀࡉたᣦᐃ図᭩㢮

の᧔ཤの௧は、ᨵṇ後の青森県青ᑡ年育成᮲（௨下「ᨵṇ後の᮲」という。）第 1� ᮲の３第３

㡯のつᐃによࡾなࢀࡉたᣦᐃ図᭩㢮等の᧔ཤの௧とみなす。 

の᮲の施行の㝿現にᨵṇ後の᮲第ࡇ ３ 11 ᮲第２㡯第１ྕにつᐃする図᭩㢮（௨下「図᭩㢮」という。）

ཪはྠ㡯第２ྕにつᐃする特ᐃがࢇල㢮（௨下「特ᐃがࢇල㢮」という。）の㈍ཪは㈚ࡅを業とする

者で⮬動㈍機ཪは⮬動㈚出機による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅをしているものは、ᨵṇ

後の᮲第1�᮲の㸲第１㡯につᐃする図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者で⮬動㈍

機等による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚ࡅをしようとするものとみなして、ྠ㡯（ྠ㡯にಀる

⨩๎をྵࡴ。）のつᐃを㐺用する。ࡇのሙ合において、ྠ㡯中「㈍ཪは㈚ࡅを開ጞする日の 10 日前ま

でに」とあるのは「平成㸷年１月 �1 日までに」と、「ḟに」とあるのは「第１ྕから第㸲ྕまでཬࡧ第６

ྕに」とする。 

㸲 ࡇの᮲の施行の日（௨下「施行日」という。）から 10 日を経㐣する日までに図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮

の㈍ཪは㈚ࡅを業とする者で⮬動㈍機ཪは⮬動㈚出機による図᭩㢮ཪは特ᐃがࢇල㢮の㈍ཪは㈚

ࡅをしようとするものに関するᨵṇ後の᮲第 1� ᮲の㸲第１㡯のつᐃの㐺用については、ྠ㡯中「㈍

ཪは㈚ࡅを開ጞする日の 10 日前までに」とあるのは、「あらかࡌめ」とする。 

㸳 ࡇの᮲の施行の㝿現にᨵṇ後の᮲第 11 ᮲第２㡯第㸳ྕにつᐃするテࣞ࣍ンクラࣈ等営業（௨下䛂䝔䝺

䝩䞁䜽䝷䝤➼Ⴀᴗ䛃という。）を営ࢇでいる者は、ᨵṇ後の᮲第 15 ᮲の２第１㡯につᐃするテࣞ࣍ンクラ

のሙ合にࡇ。のつᐃを㐺用する（。ࡴ㡯にಀる⨩๎をྵྠ）等営業を営もうとする者とみなして、ྠ㡯ࣈ

おいて、ྠ㡯中「営業を開ጞする日の 10 日前までに」とあるのは「平成㸷年１月 �1 日までに」と、「ḟ

に」とあるのは「第１ྕから第３ྕまで、第㸳ྕཬࡧ第６ྕに」とする。 

６ 前㡯のつᐃによࡾㄞみ᭰えて㐺用ࢀࡉるᨵṇ後の᮲第 15 ᮲の２第１㡯のつᐃによるᒆ出をした者でᨵ

ṇ後の᮲第15᮲の３第１㡯につᐃする༊域内でテࣞ࣍ンクラࣈ等営業を営ࢇでいるもののᙜヱテࣞ࣍ン

クラࣈ等営業については、施行日から２年を経㐣する日までの間は、ྠ㡯のつᐃは、㐺用しない。 

㸵 施行日から10日を経㐣する日までにテࣞ࣍ンクラࣈ等営業を営もうとする者に関するᨵṇ後の᮲第15

᮲の２第１㡯のつᐃの㐺用については、ྠ㡯中「営業を開ጞする日の 10 日前までに」とあるのは、「あら

かࡌめ」とする。 
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の᮲の施行の㝿現にᨵṇ後の᮲第ࡇ ８ 11 ᮲第２㡯第６ྕにつᐃする用カード㢮（௨下「用カード

㢮」という。）の㈍を業とする者で⮬動㈍機による用カード㢮の㈍をしているものは、ᨵṇ後の

᮲第15᮲の６第１㡯につᐃする用カード㢮の㈍を業とする者で⮬動㈍機による用カード㢮の㈍

をしようとするものとみなして、ྠ㡯（ྠ㡯にಀる⨩๎をྵࡴ。）のつᐃを㐺用する。ࡇのሙ合におい

て、ྠ㡯中「㈍を開ጞする日の 10 日前までに」とあるのは「平成㸷年１月 �1 日までに」と、「ḟに」

とあるのは「第１ྕから第㸲ྕまでཬࡧ第６ྕに」とする。 

㸷 前㡯のつᐃによࡾㄞみ᭰えて㐺用ࢀࡉるᨵṇ後の᮲第 15 ᮲の６第１㡯のつᐃによるᒆ出にಀる⮬動㈍

機については、施行日から３月を経㐣する日までの間は、ᨵṇ後の᮲第 15 ᮲の㸳第１㡯のつᐃは、㐺

用しない。 

10 施行日から 10 日を経㐣する日までに用カード㢮の㈍を業とする者で⮬動㈍機による用カード㢮

の㈍をしようとするものに関するᨵṇ後の᮲第 15 ᮲の６第１㡯のつᐃの㐺用については、ྠ㡯中「㈍

を開ጞする日の 10 日前までに」とあるのは、「あらかࡌめ」とする。 

ているᨵṇ後の᮲第ࢀࡉ♧ཪは表、ࢀࡉの᮲の施行の㝿現にᥖ出ࡇ 11 15 ᮲の㸵第１㡯につᐃするテࣞ

等営業ᡤのྡ⛠等にಀるᗈ࿌≀については、施行日から３月を経㐣する日までの間は、ྠ㡯のࣈンクラ࣍

つᐃは、㐺用しない。 

   㝃 ๎（平成 10 年᮲第 60 ྕ） 

の᮲は、平成ࡇ  11 年㸲月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成 11 年᮲第 48 ྕ） 

児童のಖㆤ等に関するἲᚊ（平成ࡧにಀる行Ⅽ等のฎ⨩ཬࣀル࣏の᮲は、児童㈙、児童ࡇ  11 年ἲᚊ第

52 ྕ）の施行の日から施行する。 

   （施行の日㸻平成 11 年 11 月１日） 

   㝃 ๎（平成 11 年᮲第 59 ྕ）ᢒ 

の᮲は、平成ࡇ １ 12 年㸲月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成 14 年᮲第 48 ྕ） 

の᮲は、平成ࡇ  14 年㸲月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成 18 年᮲第 85 ྕ） 

の᮲は、平成ࡇ  19 年㸲月１日から施行する。たࡔし、第 11 ᮲第３㡯のᨵṇつᐃཬࡧ第 20 ᮲のᨵṇつᐃ

（「第 15 ᮲の下に「、第 15 ᮲の６」を加える部ศを㝖く。）は、公ᕸの日から施行する。 

   㝃 ๎（平成 20 年᮲第 59 ྕ） 

の᮲は、平成ࡇ  21 年㸲月１日から施行する。 

㝃 ๎（平成 28 年᮲第 25 ྕ） 

の᮲は、平成ࡇ  28 年６月 2� 日から施行する。 
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